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(平成41年12月31日まで）

皇宮警察本部長

各管区警察局長

各都道府県警察の長

事 務 連 絡

平成3 1年1月29日

警察庁長官官房首席監察官

殿

平成30年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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注本統計は、平成30年中の警察に係る争訟事件について、平成28年12月27日付け警察庁丙人発第190号「訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通達)」に基づく都道府県警察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1－1については、国（国家公安委員会・警察庁）を当事者とする事件を含んでいる。
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訴訟事件の審級別状況調
（平成30年）

(全国）

| 補 助 参 加結 果生発

当期末

の未済
件数

(A)-(B)

当期中

の終結

件数

末
済
数

期
未
当
の
件

当期中

の参加

件数

そ の他 前期か

らの繰

越件数

決判
前期か

らの繰

越件数

当期中

の発生

件数

審級別

’ ｊ

計
Ｂく

書察側

勝訴

譽察側

敗訴ｊ

計
Ａく

放棄 認諾 和解 その他取下
事件種別

酬
肌
ｎ
Ｍ
Ⅲ
■
１
回
Ｉ
Ｐ

1041 128－審 1 22111 121 96 8232
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
川
刈
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ｌ
Ⅱ
ｌ
ｈ
Ⅱ
碑
、
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
胸
叱
川
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
い
Ⅷ
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
叩
」
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
判
Ⅲ
Ⅲ
Ｈ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
印
南
別
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ

二審 36 284 114 50 64 31
行政訴訟事件

17 3三審 17128 20

1351 181計 1 23183 316 144 12133

12 230
Ｆ
■
Ⅱ
Ⅱ
■一審 145 13 21 9213 209 422 2

85 471二審 97 78 5 135 132

国家賠償事件
43 17三審 4320 40 60

１
１
１
日
Ⅲ
Ⅱ
１
１
１
４
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｍ
可
１
１
１
Ｊ
Ⅱ
Ｉ
ｊ
１
Ｉ
ｊ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
’
’
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ

12 320 294 122 9計 346 614 266 18 3268

’
－－

I6 113 10 11 2 1一審 17 23 9

'二審 2民事訴訟事件 1 2 2

31
’

12三審 1 22

１

１

１

１

１

17 111 2 1 1 113計 19 289(国家賠償事件を除く）

44 11 4 333 344 1 121 1 1一審 347 677 250 3330

2 123 75111 1二審 148 198 950
計

合
口

1

1

2162三審 53 83 6230

4 518 440 1 146 11 1 1958 423 30 4計 410 548



様式2－1

告訴・告発事件等調

（平成30年）

(全国）
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告訴。告発事件等調

（平成30年）

(全国）
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告訴。告発事件等調

（平成30年）

(全国）

【検察審査会審査事件】
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人権侵犯事件調
（平成30年）

(全国）
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様式4

行政不服申立事件調
（平成30年）
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